
9.20日9.20日
10：00～14：3010：00～14：30
場所：道の駅上ノ国もんじゅ場所：道の駅上ノ国もんじゅ

超豪華ＢＢＱ

お問合せ：上ノ国町物産センター連絡協議会（道の駅上ノ国もんじゅ内）☎55－3955

　国民年金保険料は、未納から２年を経過すると時効に
より納付することができません。
　しかし、「10年間の後納制度」を利用すれば、過去
10年間に納めていない国民年金保険料を納めることが
でき、将来の年金額を増やすことができますが、平成
27年９月30日をもって終了します。

　なお、平成27年10月１日からは、新たに過去５年間
の納め忘れた国民年金保険料を納付することができる
「５年間の後納制度」が始まります。
　しかし、10年の後納制度よりも納付期間が短く、納め
る保険料の加算額も高くなりますので、10年間の後納制
度を利用される場合は、お早めに下記のお問い合わせ先
よりお申し込みください。
　なお、老齢基礎年金を受給している方などは、後納制
度の利用はできません。

■お問い合わせ
　国民年金保険料専用ダイヤル（0570-011-050）
　函館年金事務所（0138ｰ82ｰ8000）
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